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墨田区子ども・子育て支援事業計画策定業務 

量の見込み、確保の内容の検討 ＜教育・保育＞ 

１ 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）による 

（一） 量の見込み（必要利用定員総数） 

・教育・保育提供区域ごとに均衡の取れた教育・保育の提供が行われるよう、地域

の実情に応じた見込み量を定める。 

 

（二） 提供体制の確保の内容及びその時期 

(1) 提供体制の確保の内容及びその時期 

・子ども・子育て支援制度が保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から教

育・保育を受けられるような提供体制の確保を目的の一つとしていることに鑑み

て、（略）定める。 

 

(2) 市町村の認可に係る需給調整の考え方 

・量の見込み（必要利用定員総数）に基づいて、地域型保育事業の認可にあたって

需給調整する。 
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